
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年２月２２日号掲載内容 

 

 

○問 危機管理担当 TEL43-6866 FAX43-6892 

 令和５年４月１日施行「改正道路交通法」により、全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努

力義務となりました。県では、自転車ヘルメットの着用促進に向けて、購入費の一部を給付します。      

このたび、より多くの人に申請いただくため、申請期間が３月中旬まで延長となりました。 

 

◎対象 住所地が兵庫県内かつ、次のいずれかに該当する人 

・高齢者(65歳以上) 

・子育て世代(１歳～18歳までの子どもと親) 

※子どもは人数分・親は父母どちらか一人分 

・学生(19歳～29歳までの大学生や専門学生など) 

◎給付額 

ヘルメット１個につき、上限 4,000円分(税込みで 1,000円未満は切り捨て) 

※キャッシュレス決裁ポイント、またはプリペイドカードによる給付になります。 

◎入力支援について 

スマートフォンがないなど申請が困難な人は、下記の窓口にて入力支援(代理申請)を実施してい

ます。 

・場所 市役所３階危機管理担当 

・受付 午前９時から午後４時まで(正午から午後１時を除く) 

 

 

 

 

 

・「自転車ヘルメット購入応援事業」申請受付期間延長… １ 

・部活動地域移行に関わる受入団体・指導者募集… ２ 

・赤穂市高齢者見守りネット協定事業者募集……… ２ 

・兵庫ゆずりあい駐車場利用証を交付中……………２ 

・赤穂高山墓園使用者の皆さんへ…………………… ３ 

・赤穂市史史料集第 10集発刊…………………………３ 

 

 

・放送大学の４月入学生募集………………………  

・家畜・家きんの飼育者の定期報告について……３ 

・兵庫県住宅再建共済制度の加入相談窓口開設………… 

・赤穂軽トラ朝市開催日のお知らせ………………４ 

・３月の主な無料相談……………………………４ 

◎編集・発行 

赤穂市市長公室秘書広報課 

〒678-0292 

兵庫県赤穂市加里屋 81 番地 

TEL：0791-43-3201(代表) 

FAX：0791-43-6892(代表) 

MAIL：kouhou@city.ako.lg.jp 

https://www.city.ako.lg.jp 

 

▽申請はこちらから 

 
兵庫県ホームページ 

４ 
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○問 教育委員会 学校教育課 TEL43-6860 FAX43-6895 

 市教育委員会では、中学校の部活動地域移行を進めるにあたり、子どもたちの多様な体験機会の

確保を目指すために、受入団体・指導者を随時募集しています。 

◎申 込 先 教育委員会 学校教育課 

◎そ の 他 詳しくは、市ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

 
○問 社会福祉課 いきがい福祉総務係 TEL43-6809 FAX45-3396 

 高齢者の見守り体制を拡充するため、市と協定を締結していただける民間事業者を募集していま

す。協定事業者の一覧は、市ホームページで確認できます。(1月 31日現在、74事業者 104店舗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問 社会福祉課 いきがい福祉総務係 TEL43-6809 FAX45-3396 

 障がいのある人などのための駐車スペースを適正にご利用いただくため、県内共通の「兵庫ゆず

りあい駐車場利用証」を交付しています。 

◎交付対象者 

身体・知的・精神に障がいのある人、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病人などで歩行が困難な人 

◎申し込み方法 

歩行が困難なことが確認できる書類(障害者手帳、特定医療費受給者証、介護保険被保険者証、母

子健康手帳など)を持参のうえ、当課窓口で申し込みください。 

◎対象となる駐車施設 

公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標

示がある駐車区画 

◎その他 

利用証は、他府県が実施する同様の制度の駐車場でも利用できます。 

交付対象者および対象施設の詳細については、県ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

▽市ホームページ 

▽市ホームページ 

 

▽赤穂市高齢者見守りネットとは 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

市と民間事業者が連携して見守りを行う仕組みです。 

協定事業者は、日々の業務の中で高齢者の見守り活動を行い、 

異変に気づいた時には市に通報することで、 

支援が必要な高齢者の早期発見につなげます。 

▽県ホームページ 



 

 

 

○問 美化センター TEL42-3841 FAX42-3486 

赤穂高山墓園の使用にあたり、次のような場合には、美化センターへの届出が必要となります。 

・墓碑
ぼ ひ

の建立などに係る工事を行うとき 

・納骨をするとき 

・使用者や管理人の住所や本籍を変更したとき 

・墓所の使用権を承継しようとするとき 

・墓園使用許可書を紛失したとき 

 それぞれの手続きによって、提出していただく書類が異なりますので、あらかじめ美化センター

までお問い合わせください。 

 

 

 

○問 教育委員会 市史編さん担当 TEL･FAX43-6848 

第 10 集は、市内外に残る赤穂藩浅野家の 分限帳
ぶげんちょう

６冊を全文活字化して収録しています。巻末に

は、収録した各分限帳の記載内容や浅野家の家臣団構成に関する解説のほか、収録人名などの索引

を収めています。また、付録として浅野家時代の城下町の図を収録しています。 

◎書  名 「赤穂市史史料集」第 10集(赤穂藩浅野家分限帳集) 

◎発 売 日 ３月４日(月) 

◎頒布
は ん ぷ

価格 １冊 350円(送本希望の場合、１冊あたり送料 300円) 

◎頒布場所 教育委員会市史編さん室(市民会館西隣の旧図書館１階) 

 

 

 

 
○問 放送大学 姫路サテライトスペース TEL079-284-5788 FAX079-284-5812 

放送大学では、2024年４月入学生を募集しています。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・

自然科学など、300 以上の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶことができます。全国に学習セ

ンターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。資料を無料で差し上

げていますので、お気軽に放送大学 姫路サテライトスペースまでご請求ください。 

◎出願期間 (第１回) ２月 29日(木)まで  (第２回) ３月１日(金)～３月 12日(火)まで 

 

 

 

○問 姫路家畜保健衛生所 TEL079-240-7085 FAX079-232-2685 

牛や羊、山羊、豚、馬、鶏などを１頭(羽)以上飼育している人は、毎年２月１日時点の飼育状況

を県家畜保健衛生所に報告する必要があります。 

詳しくは、ホームページ「兵庫県の家畜保健衛生所」をご確認ください。 

◎提出方法 ホームページに掲載の「定期報告書様式」を郵送・FAX・メールの 

いずれかの方法で提出してください。 

◎報告期限  ４月 15日(月) ※家きんは６月 15日(土)まで 

 

 

分限帳とは 

武士の身分・格式、役職などを

記した帳簿で、今でいう職員録

のようなものです。 

今回収録した分限帳には、元禄

時代の家臣の情報が記されてい

ます。 

▽ 兵 庫 県

 
家畜保健衛生所 



 

 

 

○問 西播磨県民局 総務防災課 フェニックス共済担当 TEL58-2120 FAX58-2328 

◎日  時 ３月 28日(木) 午前 10時半～午後３時 

◎場  所 市役所１階 エントランスホール 

◎持 ち 物 自動口座振替用の通帳と印鑑またはクレジットカード 

 

 

 

○問 農林水産課 農林水産係 TEL43-6840 FAX43-6892 

市内の農業者がとれたての農産物を持ち寄る産地直送の野菜市場です。 

場所 日時 

ＪＡ兵庫西 旧坂越支店 ３月 10日(日)  午前９時～10時 

大津くろがねの里 ３月 10日(日)  午前９時～11時 

主婦の店 尾崎店 ３月 16日(土)  午前９時半～正午 

※売り切れ次第終了。雨天などの理由により、やむを得ず中止となる場合があります。 

 

３月の主な無料相談 

女性問題相談 

日時：毎週火～金曜日 午後１時～４時(祝日・年末年始を除く) 

場所：市民会館３階 女性交流センター 

※電話相談は、午後１時～４時の間に同センターにお電話ください。 

※面接相談は、３月８日(金) 午後１時～４時【要予約】 

○問 女性交流センター TEL43-7800 

○問 市民対話課 人権・男女共同参画係 TEL43-6812 FAX43-6810 

社会保険労務士による

年金相談 

日時：３月 14日(木) 午後１時半～４時 

場所：市役所１階 医療介護課(受付) 

○問 医療介護課 国保年金係 TEL43-6813 FAX43-6892 

法律相談【要予約】 

日時：３月 13日(水)・27日(水) 午後１時半～４時半 

場所：市役所１階 市民対話課(受付) 

○問 市民対話課 まちづくり係 TEL43-6818 FAX43-6810 

金融(事業資金)相談 

パソコン相談 

創業・経営相談 

事業をしている人または創業予定者を対象に各種相談に応じます。 

日時：３月 19日(火) 午後１時～４時 

場所：赤穂商工会館３階 小研修室(創業・経営相談は１階相談室) 

○問 赤穂商工会議所 中小企業相談所 TEL43-2727 FAX45-2101 

 

  


